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＊30：ICT〔Ｐ81〕 

Information and Communication Technology（インフォメーション・アンド・コ

ミュニケーション・テクノロジ ）を略したもので、情報通信技術。 

 

＊31：カーボンニュートラル〔Ｐ83〕 

令和 2年（2020年）10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体とし

てゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言した。 

「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排

出量」（人為的なものを指す）から、植林、森林管理などによる「吸収量」（人為的なも

のを指す）を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味する。 

 

＊32：GX〔Ｐ83〕 

Green Transformation（グリーン・トランスフォーメーション）を略したもので、

化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその

実現に向けた活動のこと。 

 

＊33：少子高齢化〔Ｐ86〕 

出生数が減少し子どもの割合が低下することや、平均寿命の伸びなどにより高齢者の

割合が増加すること。 

 

＊34：グリーンスローモビリティ〔Ｐ87〕 

時速 20km 未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービスで、

その車両も含めた総称。導入により、地域が抱える様々な交通の課題の解決や低炭素型

交通の確立が期待される。 

 

＊35：日本版ライドシェア〔Ｐ87〕 

地域交通の「担い手」「移動の足」不足解消のため、令和 6 年 3 月、タクシー事業者

の管理の下で、自家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする

自家用車活用事業を国により創設。タクシー配車アプリデータ等を活用して、タクシー

が不足する地域・時期・時間帯を特定し、地域の自家用車・一般ドライバーを活用して

不足分を供給するもの。 

 

＊36：自家用有償旅客運送〔Ｐ87〕 

バス・タクシー事業が成り立たない場合であって、地域における輸送手段の確保が必

要な場合に、必要な安全上の措置をとった上で、市町村や NPO 法人等が、自家用車を

用いて提供する運送サービス。市町村やＮＰＯ法人等が、交通空白地において、当該地

域の住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送を行う「交通空白地有償運送」

及び市町村やＮＰＯ法人等が、単独で公共交通機関を利用できない身体障害者等を対象

に、原則、ドア・ツー・ドアの個別輸送を行う「福祉有償運送」がある。 
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＊43：UDタクシー（ユニバーサルデザインタクシー）〔Ｐ103〕 

健康な方はもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車いす使用者、ベビーカー利用の親

子連れ、妊娠中の方など、誰もが利用しやすい"みんなにやさしい新しいタクシー車両"

のこと。 

 

＊44：自転車活用推進法〔Ｐ105〕 

自転車の活用を総合的・計画的に推進するために、平成 29 年（2017 年）5 月

1日に施行している。基本理念として、自転車の活用の推進が、公共の利益の増進に

資するものであるという基本的認識の下、交通体系における自転車による交通の役割

を拡大することを旨として行うとともに、交通の安全の確保を図りつつ行われなけれ

ばならないとされている。また、自転車専用道路、自転車専用通行帯等の整備をはじ

めとする15の項目を基本方針として示した上で、重点的に検討・実施すべきとされ

ている。 

 

＊45：PHEV〔Ｐ110〕 

Plug-in Hybrid Electric Vehicle／Plug-in Hybrid Vehicle（プラグイン・ハイブリ

ッド・エレクトリック・ヴィークル／プラグイン・ハイブリッド・ヴィークル）を略し

たもの。電気とガソリンで走るHEVに、外部から充電できるBEVの特性を組み合わせ

た自動車のこと。 

 

＊46：EV〔Ｐ110〕 

Electric Vehicle（エレクトリック・ヴィークル）を略したもので、日本語では電気自

動車。ガソリン自動車はガソリンをエンジンで燃焼させ、車を駆動させるのに対して、

電気自動車は電気を充電した蓄電池の電力でモーターを動かすことで車を駆動させる。 

 

＊47：FCEV〔Ｐ110〕 

Fuel Cell Electric Vehicle／Fuel Cell Vehicle（フューエル・セル・エレクトリック・

ヴィークル／フューエル・セル・ヴィークル）を略したもので、（水素）燃料電池自動車。

水素と酸素の化学反応によって電気を発生させる「燃料電池」を搭載しており、その電

気で走行するもの。水素はステーションで補給する。 

 

＊48：ゼロエミッション車両〔Ｐ110〕 

Zero Emission Vehicle（ゼロ・エミッション・ヴィークル）を略したもので、走行

時に CO2 等の排出ガスを出さない電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）及びプ

ラグイン・ハイブリッド自動車（PHV）を指す。主な特徴として、以下が挙げられる。 

・走行時に二酸化炭素等の排出ガスを一切出さない。 

（※PHVは EVモード走行時） 

・走行時の騒音・振動が少なく静か 

・電力を外部に取り出すことができ、非常時の電力源等として役立つ 
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参考 2 豊中市公共交通改善計画改定版の策定経緯 

 開催日 議事内容 

第 14回 

豊中市 

地域公共交通 

協議会 

令和 5年（2023年） 

11月 2日（木） 

・公共交通改善計画について 

計画の現状と中間評価について 

計画の見直しの方向性について 

第 15回 

豊中市 

地域公共交通 

協議会 

令和 6年（2024年） 

1月 19日（金） 

・公共交通改善計画について 

豊中市公共交通改善計画に基づく事業の現状について 

豊中市公共交通改善計画における評価指標の見直しについて

第16回 

豊中市 

地域公共交通 

協議会 

令和 6年（2024年） 

7月 29日（月） 

・豊中市公共交通改善計画の中間見直しについて 

豊中市公共交通改善計画（素案）諮問 

第 17回 

豊中市 

地域公共交通 

協議会 

令和 6年（2024年） 

10月 31日（木） 

・豊中市公共交通改善計画の中間見直しについて 

豊中市公共交通改善計画（素案）（案）への意見について 

豊中市公共交通改善計画（パブリックコメント素案）答申 

－ 

令和 6年（2024年） 

11月 20日（水） 

～12月 10日（火） 

・豊中市公共交通改善計画意見公募 

第 18回 

豊中市 

地域公共交通 

協議会 

令和 7年（2025年） 

2月 27日（木） 

・豊中市公共交通改善計画の中間見直しについて 

意見公募で寄せられた意見の概要と市の考え方 

豊中市公共交通改善計画策定 
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